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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和６年１０月２８日（月） 午前１０時 ２分 開会 

                午前１０時４２分 閉会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 増 永 和 起  副委員長 光 好 博 幸   委  員 福 住 礼 子 

  委  員 水 谷  毅 委  員 香 川 良 平    

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 嶋野浩一朗  副市長 山 本 和 憲 

保健福祉部長 谷 内 田 修  同部次長兼障害福祉課長 由 井 秀 子 

高齢介護課長 細 井 隆 昭  国保年金課長 畑 原 陽 介 

国保年金課参事 田 村 信 也 

 

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局長 荒 井 陽 子  同局総括主査 仲 野 太 朗 

 

１．審査案件 

議案第５８号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所管分 

議案第６０号 令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第６５号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第６７号 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議の件 
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（午前１０時２分 開会） 

○増永和起委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。 

 委員の皆様方におかれましては、公私何

かとお忙しい中、民生常任委員会をお持ち

いただきまして、誠にありがとうございま

す。 

 本日の案件でございますけれども、令和

６年度摂津市一般会計補正予算（第６号）

所管分の審査ほか３件についてでござい

ます。何とぞ慎重審査の上、御議決を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、私はこの場を一旦退席いたします

けれども、待機しておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○増永和起委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、水谷委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおりに行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２分 休憩） 

（午前１０時３分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第５８号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４分 休憩） 

（午前１０時５分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第６０号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 おはようございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、補正予算書の１０ページにあ

ります繰越金について、お聞きをしたいと

思います。 

 １億４，６４４万１，０００円でありま

すけれども、その内容について、それと基

金残高の現状について、お聞きしたいと思

います。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 お答えします。 

 今回、計上しております繰越金は、令和

５年度決算におきまして、歳入額が全体で

約７６．３億円、歳出額は約７４．８億円

であったことに伴う歳入歳出差引き額と

して発生した額を令和６年度の予算に組

み込むものでございます。 

 この精算に伴いまして、基金の状況は、

令和５年度末現在、約５億３，０００万円

に対し、令和６年度当初積立て及び本補正

予算による取崩しを踏まえまして、年度末

時点で約５億３，８００万円となる見込み

でございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

一定の黒字が確保されていると理解をし

たいと思います。 

 基金の残高につきましては、かつて新型

コロナウイルスの影響を受けたこともあ

りまして、給付費が全体的には落ちてきて
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いるかと思っておりまして、それが積み上

がっている部分もあるかと考えています。

この点について、行政としてどのような認

識を持っていらっしゃるのかをお聞きし

たいと思います。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 給付の伸びにつき

ましては、令和４年度、約６３億３，５０

０万円で、令和３年度の約６２億６，００

０万円に対し、約７，５００万円、約１．

２％の増加でございましたが、令和５年度

は約６７億２，０００万円、約６．１％の

増加となっておりまして、新型コロナウイ

ルス感染症の５類移行後、介護サービスの

需要が拡大してきているものと認識して

おります。 

 単年度の収支におきましても、約７００

万円となっておりまして、令和６年度以降、

新型コロナウイルス感染症によるサービ

スの利用控え等で介護予防への影響も今

後想定され、介護サービスの需要はさらに

拡大すると認識しております。高齢者の状

況や介護事業者の状況等を把握し、給付費

の変化は、今後より一層注視していく必要

があると考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 新型コロナが５類に移

行となりました。 

 しかし、高齢者の方にとりましては、こ

の流行期間中に外出を控えるといった、生

活自体が抑えられる、そういった傾向の中

から、日常生活に様々な影響を受けてらっ

しゃる方も多く見受けられるところであ

ります。やっと今年になって、様々な外出

も活動も活発になってるのは感じるんで

すけども、ただ、これら高齢者の状況を見

ながら、コロナ禍以前の活動までは、まだ

まだ至ってないのではないかと思います。 

 それに加えまして、これからは高齢者が

増えていくことも、あらかじめ分かってい

るから、介護予防の取組をしっかりとやる

ことが必要なのではないかと思います。そ

して、できる限りサービスがあまり必要で

ない状況をつくっていくことも考えてい

かなきゃいけないと思ってます。 

 高齢者の皆さんが、自分らしい生活がで

きる。そうした高齢者を増やしていけるよ

うな、これからの取組をぜひ要望しておき

たいので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員の質問が終

わりました。 

 ほかにありますか。 

 光好副委員長。 

○光好博幸委員 おはようございます。 

 予算書の１３ページのところでござい

ます。介護保険システム標準化対応業務委

託料のところで、以前も保健福祉課の健康

管理システム、あるいは先ほどの一般会計

のところの予算書と同じかもしれません

けれども、標準化されることで、改めて確

認の意味で、内容はともかく標準化の効果

であったりメリットを、担当課としてどう

捉えられているかを御確認でお願いしま

す。 

○増永和起委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長 お答えします。 

 介護保険システムにおきましても健康

管理システム同様、全国自治体で仕様が統

一され、同じ形式で扱えることから、事業

者間の競争環境を確保して、ベンダーロッ

クインが回避できる点、制度改正時におけ

る改修等、自治体の個別対応に係る負担軽

減、特に介護保険制度におきましては、３

年に一度の法改正対応による仕様の調整
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等、作業量が多く、業務の効率化が期待で

きるとともに、コスト削減にもつながると

考えております。 

 また、システム改修に向けた業務見直し

等により、業務の効率化についてもつなが

っていくのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。

一律でできることも含め、業務の効率化が

図れると理解いたしました。 

 ４ページの債務負担行為で二、三百万円

近くの予算が計上されてまして、先ほどの

障害福祉課も同様に、２か年でやるとのこ

とでございます。ある意味、先ほど御答弁

がありましたように、行政の運営にある効

率化って非常に重要な視点であること、あ

るいは、統一化されることによって、ミス

も防いでいけるのではないかと思います

ので、ぜひ着実に取り組んでいただきます

ことを要望いたします。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 光好副委員長の質問

が終わりました。 

 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、要望だけになり

ますけど、お願いしたいと思います。 

 副委員長からありましたシステムの標

準化対応についてですけども、来年度の実

施になるだろうかと思います。並行して、

従来のシステムと新しいシステムの運用

ではなくて、日にちを決めて、その日から

新しいシステムになるとお聞きしており

ます。高齢介護課もそうですし、先ほどあ

りました障害福祉課のシステムもそうで

すけども、対面であるとか施設とのやり取

りについては非常にたけた方が多くいら

っしゃると思います。殊のほかこういうシ

ステムの変更とか、そういう場合にどうし

たらいいのか、ちょっと分かりづらい職員

の方もいらっしゃるかもしれません。そう

いった意味で、できればシステムが正常に

移行できるまで、専任者を配置していただ

くとか、していただけたらと思っておりま

す。 

 また、実質的には社会福祉協議会の皆さ

んと一緒に行っている業務もあろうかと

思いますので、そちらともしっかり連携を

していただいて、同じテーブルで臨めるよ

うにお願いしたいと思います。 

 さきにもありましたけど、いろんな細か

いミスがないようにではあるんですけど、

システムが変わるとヒューマンエラーが、

起こりがちになります。二重三重にチェッ

クできるような体制をして、お互いがお互

いの確認をできるようにしていただいて、

一人に大きな負担がかからないように順

調に進めていただくことを要望といたし

ます。 

 以上です。 

○増永和起委員長 水谷委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１５分 休憩） 

（午前１０時１６分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第６５号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 香川委員。 

○香川良平委員 おはようございます。 
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 民生常任委員会に戻ってきたばっかり

で、この間の状況変化等々あると思ってま

す。改めて、今回、条例改正につながる健

康保険証の廃止があると思います。その部

分の全体の状況についてどのようになっ

ているのか、一度確認の意味で教えてくだ

さい。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、香川委員

の御質問にお答えいたします。 

 健康保険証廃止に係る全体の状況でご

ざいます。令和３年１０月から、個人単位

で健康保険資格情報等を一元管理するこ

とでマイナンバーカードを健康保険証と

して利用することができる、いわゆるオン

ライン資格確認が始まり、以降は、医療機

関では並行してマイナンバーカードの健

康保険証利用、いわゆるマイナ保険証か健

康保険証のいずれかを提示することで受

診できる状況でございました。 

 今回、法改正により健康保険証について

は令和６年１２月２日をもって廃止され、

マイナ保険証での受診を基本とする仕組

みに移行し、マイナ保険証を保有されてい

ない方には資格確認書が交付されること

となっております。これは、社会保険を含

めた全ての健康保険で同様となっており

ます。 

 なお、経過措置として、現行の健康保険

証の有効期間中は、なお使用できることと

なっており、市町村国民健康保険において

は、本年１１月から来年１０月の１年間の

有効期限の健康保険証を被保険者の皆様

に送付しております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 香川委員。 

○香川良平委員 御答弁で、状況は大体分

かったんですけど、現在加入している被保

険者は、来年の１０月まで使える健康保険

証を持っていることとなります。 

 確認の意味で、現在、マイナ保険証を保

有している人について、今後、何も手元に

届かない、そういう理解でいいのか、聞か

せてください。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 マイナ保険証を保

有されている方につきましては、今後、何

も手元に届かないのかとのお問いでござ

います。 

 令和６年１２月２日以降の新規の加入

者などの資格異動のあった方で、マイナ保

険証を持っておられる方については、自身

の被保険者資格等を簡易に把握でき、かつ

マイナ保険証未対応の医療機関で受診す

る際にマイナンバーカードとセットで提

示することで受診できるようになる資格

情報のお知らせを交付いたします。来年１

０月の更新のタイミングでは、マイナ保険

証を持っておられる方には資格情報のお

知らせを、マイナ保険証を持っておられな

い方には資格確認書を送付する予定とな

っております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます。 

 マイナ保険証を持ってる人には、資格情

報のお知らせが届くと。未対応の医療機関

でもカードとセットで提示することで受

診できると分かりました。 

 以上です。 

○増永和起委員長 香川委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、今、マイナ保

険証を利用されてる方も中にはいらっし
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ゃると思うんですけれども、まず１点は、

従来の健康保険証がマイナ保険証の仕組

みに変わって、改めて、このマイナ保険証

に変わるメリットがあれば、お聞きしたい

と思います。 

 もう一つは、マイナ保険証の利用率の状

況について、国全体はどうなのか分かれば。

その中で摂津市自体はどういう状況にな

っているのか、分かる範囲でお聞きしたい

と思います。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、福住委員

の２点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のマイナ保険証のメリット

でございます。健康保険証のメリットとし

まして、国が掲げておりますもので、主に

３点ございます。 

 まず、一つ目が、データに基づくより良

い医療が受けられる点でございます。 

 過去に処方された薬や健診等の情報を

医師や薬剤師などに口頭で正しく伝える

ことは大変ですが、マイナ保険証であれば、

患者の同意の基、スムーズに情報が医師、

薬剤師などに共有されるので、より良い医

療につながるものでございます。 

 二つ目が、手続なしで高額療養費の限度

額を超える支払いが免除される点です。 

 マイナ保険証であれば、限度額適用認定

証がなくても適用区分などの情報が分か

るため、原則、限度額で支払いを止めるこ

とができ、そもそもの限度額適用認定証の

申請や高額療養費の申請が不要になる可

能性が出てくるものでございます。 

 三つ目が、簡単に医療費控除の申請がで

きる点です。 

 マイナポータルから保険医療を受けた

記録が参照できるので、領収書の保管・提

出が必要なく、確定申告などに際して簡単

に医療費控除の申請の手続ができるもの

でございます。 

 続きまして、２点目の御質問にお答えい

たします。 

 マイナ保険証の利用率の状況でござい

ます。 

 国が定義しておりますマイナ保険証利

用率については、各医療機関等で受け付け

た外来レセプト件数のうち、マイナ保険証

によるオンライン資格確認の利用人数と

されています。最新の令和６年８月末時点

での利用率で申し上げますと、全国平均が

１４．８５％、摂津市国民健康保険が１７．

４８％となっております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 様々なメリットがあると、理解したいと

思います。特に医療情報が共有される点、

これについては非常に大変ありがたいと

感じます。かかりつけの病院であれば、そ

の人のことはいろいろと知ってもらって

るんですけれども、病気になったり具合が

悪くなった場所によっては、初めて行く病

院もあるでしょうから、そういうところで

は情報がないわけで、患者からその情報を

聞き取る必要がある。問うのに手間がどう

しても発生すると思います。その意味では、

大きなメリットだろうと思います。 

 ただ、マイナンバーカードを持ってるけ

ども健康保険証の利用登録をしていない

方、この利用登録は、今後どのようになっ

ていくか聞きたいと思います。 

 それと二つ目、摂津市国民健康保険の利

用率が全国平均よりも高いことで、そうい

った意味では、積極的に利用されてる方も

多い一方で、まだまだこれから普及してい

く、そういった状態なんだろうと思います。 
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 利用促進のために現在周知されている

取組とか、今後予定されていること等あり

ましたら、お聞きしたいと思います。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、福住委員

の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、健康保険証の利用登録がされてい

ない方については、どうすれば利用登録で

きるのかでございます。 

 これについては、方法が三つございます。 

 まず一つ目が、医療機関や薬局での登録

でございます。受付にあるマイナ保険証の

カードリーダーでマイナンバーカードを

読み取ることで、利用登録されていない方

には登録画面が出てきますので、そこから

登録することができるようになっており

ます。 

 それから二つ目が、マイナポータルから

の登録になっております。スマートフォン

やカードリーダー付のパソコンでマイナ

ポータルに御自身でログインしていただ

き、マイナンバーカードを読み取って登録

するものでございます。 

 市役所においては、市民課において登録

の操作支援も行っております。 

 三つ目が、セブン銀行のＡＴＭの端末か

らの登録になっております。コンビニエン

スストアのセブン－イレブン内に設置さ

れておりますので、医療機関同様、端末で

マイナンバーカードを読み取り、登録する

ことができるようになっております。 

 それから、二つ目の利用率促進のための

周知の取組に係る御質問にお答えいたし

ます。 

 周知の取組としましては、昨年度から市

のホームページにおいてマイナ保険証の

御案内のページを作成し、窓口やパンフレ

ット台においても厚生労働省作成のマイ

ナ保険証についてのリーフレットを掲示

いたしております。 

 また、発送物としましては、全世帯に対

し、本年度の６月の保険料の決定通知並び

に１０月の被保険者証の発送時にもマイ

ナ保険証の情報を掲載したチラシを同封

し、周知を図っております。 

 今後におきましては、広報せっつ１２月

号において、府内市町村との共同広報で、

マイナ保険証の記事を連携して掲載する

予定としております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございまし

た。 

 登録方法は様々あると理解しました。医

療機関でもできるので、マイナ保険証を持

とうと思った方は、いつも見せている健康

保険証の代わりにマイナンバーカードを

端末で登録いただいていいんですね。この

セブン-イレブンのコンビニでもできるこ

とを、初めて私は知りましたので、こうい

ったことをもっと知っていただければと

思います。 

 ただ、セブン銀行ですか、摂津市にどれ

だけあるかは知りませんけれども、そうい

ったことがもっと様々に知っていただけ

るように、これからも普及については進め

ていただきたいと思います。 

 それから、利用率につきましては、周知

されているところでありますので、今後１

２月の広報でも周知をされると。ぜひとも、

これからまた様々に、いや応なく自然と普

通にもう増えていくんだと思うんですけ

れども、積極的に広報していただきたいで

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 これは、市民課のところにある番号案内

モニターの画面でもできるんでしょうか。
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それは知らないんですけれども、結構待っ

てらっしゃる方が番号案内モニターを見

ていらっしゃると思うので、そういうとこ

ろでも、もしまだされていないのであれば、

そういったことも流されてはいかがなの

かと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

 光好副委員長。 

○光好博幸委員 それでは、私から１点だ

け、私の認識不足もあるかもしれませんが、

議案参考資料で、摂津市国民健康保険条例

の改正のところで確認させてもらいたい

です。現行は、被保険者の被保険者証の返

還を求められて、これに応じない場合があ

って、それが消えてる理由、なんで求めら

れなくなったのかを確認させてください。

恐らく先ほどの香川委員の話で、いろいろ

とマイナ保険証の話であったりとか、そう

いったことが関連するんであろうかとは

思いますけれども、改めてお聞かせくださ

い。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 今回の条例改正に

おいて、被保険者証の返還のところが削除

されている理由のお問いでございます。 

 今回、法改正によりまして、国民健康保

険法の第１２７条で規定していました被

保険者証の返還に関する罰則規定が削除

されたことに合わせ、本市の国民健康保険

条例においても同様に、罰則の適用から外

すものでございます。 

 お問いの法改正で削除された趣旨とし

ましては、健康保険証の利用登録がなされ

たマイナンバーカードをお持ちの方と資

格確認書をお持ちの方の両方がおられる

状態になりますけれども、御承知のとおり、

マイナンバーカード自体は健康保険証以

外の様々な利用がなされておりますので、

これまでの被保険者証と同様に、マイナン

バーカードそのものの返還を求め、それに

応じない場合に過料まで適用するとなり

ますと、制度の仕組み上、整合性が取れな

いことになるため削除されたものと考え

ております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 条例改正と、あとマイナンバーカードの

話は当然のことながら、マイナンバーカー

ドの返還を求められると、なかなか普及促

進してる中で難しいのもあるかと思いま

す。理解いたしました。 

 ２回目は、先ほど、香川委員のときの御

答弁にもあったと思いますけれども、資格

確認書そのものが、どのような扱いなのか、

健康保険証と同等のように捉えるところ

もあるんですけども、例えば身分証明書に

使えるのか使えないのかとか、その扱いに

ついてお聞かせください。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 資格確認書の位置

づけについてのお問いでございます。 

 新たに発行されますこの資格確認書に

ついては、現行の被保険者証との類似性を

有し、市名、市印の記載も予定されており

まして、公的な本人確認書類として位置づ

けられるものと考えております。 

 なお、具体的な本人確認書類としての取

扱いについては、各制度・法令等での個別

判断によるものとなります。例えば国民健

康保険での資格確認に用いる本人確認書
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類としましては、現行の被保険者証として

いたものについては、今後、令和６年１２

月２日以降は資格確認書に置き換える形

での運用を想定しております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 光好副委員長。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。

分かりました。 

 被保険者証と同等の扱いで、資格確認書

も扱えると。公的にも有効だと理解いたし

ました。 

 私、懸念していましたのは、後の後期高

齢のところに関わることかもしれません

が、令和６年１２月以降、健康保険証がな

くなると、特に高齢になればなるほどマイ

ナンバーカードを持ってへん人がいたり

とか、紙になじんでる、それをずっと使い

続けたい方もいらっしゃるだろうと思い

ました。今後どうなっていくかはさておき、

１点、証明書として使えることを聞きまし

たので、安心しました。ありがとうござい

ます。理解いたしました。 

○増永和起委員長 光好副委員長の質問

が終わりました。 

 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、３点ほど要望さ

せていただきたいと思います。 

 今回、いろんな書類も各家庭にお届けさ

れます。例えば用語の件ですけど、資格確

認書とか、役所的にはなじんでる言葉かも

分かりませんけど、一般の市民の方にとっ

ては、意味がよく分からないような文言も

たくさん入っていくかと思います。丁寧に

説明すればするほど何か複雑になってき

たりしますので、その辺配慮していただい

て、例えばマイナ保険証とか、サブタイト

ルとかそういう工夫をいろいろして配慮

いただきたい。今回の書類は、市民の方は

何をしないといけないのか、また、何もし

なくてもいいのか、何がどう変わるのかき

ちんと伝わるようにしていただきたいと

思います。やっぱり年齢が重なっていけば

いくほど、文書で物事を伝えるのが非常に

難解になってきますので、我々の親世代を

思い浮かべながら、理解してもらえるかと

いうイメージで取り組んでいただければ

と思います。 

 また、外国籍の方もいらっしゃると思い

ますので、言語の部分であったりニュアン

スの部分であったり、その辺はどう伝えて

いけるか研究していただけたらと思いま

す。 

 次、２点目ですけども、利用方法につい

てです。皆さん方も病院に行かれたときに

マイナンバーカードで受付をされたこと

があるかどうか分かりませんけど、できる

だけ私も行ったときにはマイナンバーカ

ードで受付をするようにしています。 

 そのときに顔認証で認証を受けるのか、

暗証番号で認証するのか、二つ選択ができ

るわけですけども、例えば暗証番号、大事

なもんやからいうことで、ふだんの番号と

違う設定にしてあって、いざ使おうと思っ

たときに使えないことにもなりかねませ

ん。医療機関としても、一旦帰ってもらっ

たりとかなったら本当に利用者には気の

毒な話になってきますので、その辺どのよ

うに対応していくのか。窓口に携わる方で

相談していただいて、検討していただけた

らと思います。 

 ３点目についてですけども、持ち歩くリ

スクです。今までは家に置いておいても別

に使うことはなかったわけですけども、健

康保険証がマイナンバーカードになるこ

とで、かなり窓口にも、その手続に来られ
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たのではないかと思います。そういう意味

で、持ち歩いて、もし落としたときにどう

いうリスクがあるのかを正確に伝わるよ

うに、例えばカードには細かい情報は入っ

ていないとか、やっぱりなくしたときに、

どこにどうやって連絡したらいいのか、そ

の辺、安心していただけるような、そうい

うこともお伝えできるように配慮してい

ただきたいと思います。 

 マイナンバーカードは、一定期間で更新

がかかりますので、電子証明書の更新で、

知らん間に切れとったこともあるわけで

す。その辺も、もう何でもかんでも伝える

のは難しいと思うんですけど、順序立てて

きちんと伝わるように、市民の目線で取組

をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 水谷委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 議案第６７号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、先ほどの国民

健康保険でもお聞きをしましたけれども、

後期高齢者医療でのマイナ保険証利用率

について、お聞きしておきたいと思います。 

○増永和起委員長 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 後期高齢者医療の

利用率でございます。 

 国民健康保険と同様に、国が定義してお

りますマイナ保険証利用率については、各

医療機関等で受け付けた外来レセプト件

数のうち、マイナ保険証によるオンライン

資格確認の利用人数としています。最新の

令和６年８月末時点での利用率で申し上

げますと、全国平均が１３．５４％、摂津

市の後期高齢者が１４．２２％となってお

ります。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 後期高齢者医療の利用率も全国平均よ

りも摂津市は高かったと、国民健康保険と

同じように摂津市の皆さんは、積極的に使

ってらっしゃるのかと思いますし、デジタ

ル化に慣れていこう、そういった姿勢もあ

るのかと思います。 

 いずれにしましても、利用率ってまだま

だこれからでしょうし、それこそ、健康保

険証とのひもづけもまだされてない方も

いらっしゃるんだと思いますけれども、そ

ういったことがもっと高齢者にはありま

すので、丁寧に分かるように進めていただ

きますようによろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○増永和起委員長 福住委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時４１分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第５８号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

た。 

 議案第６０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第６７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○増永和起委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午前１０時４２分 閉会） 
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